
別紙 ２‐３

　　　　　　　

通所リハビリテーション事業所利用料金表

１、厚生労働大臣の定める基準によるもの

①

　

通所リハビリテーション費（３割負担の場合）

所要時間
基本料金

要介護

　

ｌ 要介護

　

２ 要介護

　

３ 要介護

　

４ 要介護

　

５

１時間以上２時間未満でご利用の方 ９８７

　

円／日 １０７４

　

円／日 １１６４

　

円／日 １２５１

　

円／日 １３４４

　

円／日

２時間以上３時間未満でご利用の方 １０２９

　

円／日 １１９４

　

円／日 １３６５

　

円／日 １５３０

　

円／日 １６９８

　

円／日

３時間以上４時間未満でご利用の方 １３３２

　

円／日 １５６０

　

円／日 １７８８

　

円／日 ２０７９

　

円／日 ２３６７

　

円／日

４時間以上５時間未満でご利用の方 １５２４

　

円／日 １７８５

　

円／日 ２０４３

　

円／日 ２３７３

　

円／日 ２７００

　

円／日

５時間以上６時間未満でご利用の方 １７２８

　

円／日 ２０６４

　

円／日 ２３９７

　

円／日 ２７９０

　

円／日 ３１８０

　

円／日

６時間以上７時間未満でご利用の方 ２００１

　

円／日 ２３９１

　

円／日 ２７７２

　

円／日 ３２２８

　

円／日 ３６７５

　

円／日

７時間以上８時間未満でご利用の方 ２１３６

　

円／日 ２５４７

　

円／日 ２９６４

　

円／日 ３４５３

　

円／日 ３９３０

　

円／日

各種加算
①‐１ 入浴介助加算 １５０

　

円／日

‐２ リハビリテーションマネージメント加算（１） ９９０

　

円／月

リハビリテーションマネージメント加算（虹）開始日から６月以内 ２５５０

　

円／月

開始日から６月超 １５９０

　

円／月

リハビリテーションマネージメント加算（ｍ）開始日から６月以内 ３３６０

　

円／月

開始日から６月超 ２４００

　

円／月

リハビリテーションマネージメント加算（Ｗ）開始日から６月以内 ３６６０

　

円／月

開始日から６月超 ２７００

　

円／月

‐３

　

短期集中リハビリテーション実施加算

退院（所）後又は認定日から起算して３ケ月以内の場合 ３３０

　

円／日

‐４

　

生活行為向上リハビリテーション実施加算 開始日から起算して３月以内 ６０００

　

円／月

開始日から起算して３月超６月以内 ３０００

　

円／月

ー５ 社会参加支援加算 ３６

　

円／日

‐６

　

中重度者ケア体制加算 ６０

　

円／日

‐７ 重度療養管理加算 ３００

　

円／日

‐８

　

栄養改善加算

　　　　　　　　　　　　　

３月以内のご利用者で月２回まで ４５０

　

円／回

‐９

　

栄養スクリーニング加算

　　　　　　　　

６月に１回まで １５

　

円／回

－ｌｏ 口腔機能向上加算

　　　　　　　　　　　

３月以内のご利用者で月２回まで ４５０

　

円／日

‐１１サービス提供体制加算（１） ５４

　

円／回

‐１２リハビリテーション提供体制加算

所要時間３時間以上４時間未満の場合 ３６

　

円／回

所要時間４時間以上５時間未満の場合 ４８

　

円／回

所要時間５時間以上６時間未満の場合 ６０

　

円／回

所要時間６時間以上７時間未満の場合 ７２

　

円／回

所要時間７時間以上の場合 ８４

　

円／回



②

　

予防通所リハビリテーション費（３割負担の場合）

要介護度 基本料金

要支援 １ ５１３６

　

円／月

要支援

　

２ １０８４５

　

円／月

各種加算
②‐１ リハビリテーションマネージメント加算 ９９０

　

円／月

‐２

　

運動器機能向上加算 ６７５

　

円／月

‐３

　

栄養改善加算 ４５０

　

円／月

‐４

　

栄養スクリーニング加算

　　　　　　　　　

６月に１回まで １５

　

円／回

‐５ 口腔機能向上加算 ４５０

　

円／日

－６

　

サービス提供体制 強化加算

　　　　　　　

要支援

　

ｌ ２１６

　

円／月

要支援

　

２ ４３２

　

円／月

‐７

　

生活行為向上リハビリテーション実施加 算 開始日から起算して３月以内 ２７００

　

円／月

開始日から起算して３月超８月以内 １３５０

　

円／月

１介護職員処遇改善加算皿 利用料に対し１．９％の額を算定１

２、その他の費用

　

厚生労働大臣の定める基準によるものの他に以下の費用がかかります。

食事の提供に要する費用 ５５０

　

円／食

日常生活上必要となる諸費用（おむつ等） 使用した物品の実費分

レクレーション材料費 使用した物品の実費分

通常の事業の実施地域以外の地域に係る送迎の費用
片道１５ｋｍ以下の場合 ２００

　

円／日

片道１５ｋｍ以上の場合 ５００

　

円／日

通常の実施地域とは、加賀市箱宮町、新保町、吉崎町、熊坂町、山中温泉栢野町までとしております。


